
一般的な事業者 悪質事業者

配慮を要する消費者

一般的な消費者

消費者政策の基本的方向

これまでの消費者政策の主なターゲット

→より柔軟で多様な政策手法
→関係省庁、事業者、業界団体等、
多様な主体との連携強化

消費者・事業者の協働による
経済社会構造の変革

デジタル化や
緊急時等への対応

情報

〈消費者政策の範囲の広がり〉

〈政策推進のための行政基盤〉

・消費者ホットライン 等
（１８８）

・消費生活相談員 等 ・地方への財政支援 等 ・法令・自主ルール 等

人材 財政 法令等

※2020年７月に、徳島に「消費者庁新未来創造戦略本部」を発足

・⾼齢化
・成年年齢の引下げ
・外国⼈対応
・災害時・感染症拡⼤時

参考資料２



日本のＧＤＰの内訳（2020年）
（合計：539.1兆円）

2020年の消費者の被害・トラブル額 ⇒年間約３.８兆円（推計）

※ ＧＤＰ合計約539.1兆円に対し約0.7％に相当

家計消費

280.5兆円
民間設備

投資

86.3兆円
（16.0%）

公共投資

30.3兆円（5.6%）

民間住宅投資

20.1兆円（3.7%）

その他

121.9兆円
（22.6%）

日本経済の過半が家計消費

(52.0％)
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○ 2022年４月１日より、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることとされている。
〇 こうした中で、若者等を狙った悪質商法の被害防止が必要。

【学校教育・広報】
2018～2020年 若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムの実施

（３年間を集中取組期間とし、高校を中心に実践的な消費者教育を強化。）

2021年 「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーンを開始

【法改正等】
2019年 改正消費者契約法施行（若年者を中心に発生する被害事例を念頭に置いた取消権の追加等）

2021年 改正特定商取引法成立（若年者の被害も多い詐欺的な定期購入商法の対策強化）

20歳18歳

民法の
未成年者
取消権

（消費者の年齢）

事業者の行為の不当性の
有無に関わらず取消しの
対象となる

成年年齢の引下げ

引下げで
取消権が
無くなる

成年年齢の引き下げ

（※）若年者への消費者教育の推進に関する４省庁関係局長連絡会議決定（消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁）
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デジタル化の進展（１）

• スマートフォン保有世帯は堅調に増加。
• インターネット利用者の割合は13～59歳で９割超え。利用機器はスマホがパソコンを上回る。

（備考）総務省「令和２年通信利用動向調査」より抜粋。 3



デジタル化の進展（２）

（備考）消費者庁「令和３年消費者白書」より抜粋。

• 国内の事業者・消費者間のデジタル取引はこの10年大きく増加。越境的なデジタル取引も増加。

• 消費者の決済手段の多様化・高度化も進み、キャッシュレス決済に関する消費生活相談の件数
も増加傾向。
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新型コロナウイルス感染症の⽣活への影響

• 2020年の消費支出は、減少がみられる一方、通販の利用の推奨等を含む「新しい生活様式」が
提言される中、インターネットを利用した支出は増加傾向。

• 消費者の時間の使い方の変化を見ると、緊急事態宣言の発出に伴う外出自粛等の影響により、
「インターネットの利用」や「家事」といった主に自宅で行う行動に費やす時間が増加した一方で、
外出を伴う「外食」や「旅行」に費やす時間が減少。

（備考）消費者庁「令和３年消費者白書」より抜粋。



○ 放射性物質を理由に購入をためらう食品の産地

※産地を気にする理由として「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」

と回答した者に対し、購入をためらう産地を尋ねたもの

「風評被害に関する消費者意識の実態調査」の概要
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消費生活相談の傾向（総論）

〇消費生活相談の年齢分布（2020年）

（備考）令和３年版消費者白書より抜粋。
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〇消費生活相談件数の推移



（出展）国民生活センター発表資料（令和３年９月２日）より抜粋。

〇コロナ禍でデジタルサービスの利用が増え、高齢者の「通信販売」に関する相談が増加し、2020年度は過去最多。

消費生活相談の傾向（高齢者）
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消費生活相談の傾向（若年者）

〇 「美容」や「もうけ話」をめぐるトラブルの動向を見ると、10～20歳代の割合が増加。

9（備考）国民生活センター発表資料より抜粋。



○若者の相談では、インターネットや美容関連の相談が上位に。

○20歳未満のオンラインゲームに関する消費生活相談が増加。

消費生活相談の傾向（若年者）

10（備考）消費者庁「令和３年消費者白書」より抜粋。
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消費生活相談の傾向（デジタル化）

○「インターネット通販」に関する相談のうち、「商品」に関する相談は件数・割合共に増加しており、2020年は「商

品」の割合が67.8％と３分の２以上に。

○「新しい生活様式」の実践等を背景に、商品未着・連絡不能等のトラブルが増加。

（備考）消費者庁「令和３年消費者白書」より抜粋。



○通信販売での「定期購入」に関する消費生活相談は引き続き増加傾向。2020年は約６万件で過去最多。

○SNSが何らかの形で関連している消費生活相談も引き続き増加傾向。

※ 相談内容としては主に以下のような事例がみられる。
①SNSでの広告をきっかけとしてトラブルになる事例
②SNSでの勧誘をきっかけとしてトラブルになる事例
③SNSで知り合った相手との個人間取引でトラブルになる事例

消費生活相談の傾向（デジタル化）

12（備考）消費者庁「令和３年消費者白書」より抜粋。



SDGｓに関する意識・行動

（備考）損害保険ジャパン株式会社「ＳＤＧｓ・ 社会課題 に関する意識調査」より抜粋。調査期間：２０２１ 年 ７ 月 ９ 日～ ７ 月 １３ 日。 13



SDGｓ、エシカル消費に関する意識①

（出展）消費者庁物価モニター調査（10月確報）より抜粋。 14



SDGｓ、エシカル消費に関する意識②

（出展）消費者庁物価モニター調査（10月確報）より抜粋。 15
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改訂学習指導要領

• 改訂指導要領においては、金融経済教育や持続可能な社会の構築の観点の追加等、消費者教育の充実が
はかられている。

• 小学校は令和２年度～、中学校は令和３年度～全面実施。高等学校は令和４年度から年次進行で実施。

小学校 中学校 高等学校

社会
〔第３学年〕
(2) 地域に見られる生産や販売の仕事について，学習の問題

を追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付けることが
できるよう指導する。（略）

〔第４学年〕
(2) 人々の健康や生活環境を支える事業について，学習の問

題を追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。（略）

〔第５学年〕
(2) 我が国の農業や水産業における食料生産について，学習

の問題を追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付け
ることができるよう指導する。（略）
(3) 我が国の工業生産について，学習の問題を追究・解決する

活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導す
る。（略）
(4) 我が国の産業と情報との関わりについて，学習の問題を追

究・解決する活動を通して，次の事項を身に付けることができ
るよう指導する。（略）

社会
Ａ私たちと現代社会
(2) 現代社会を捉える枠組み

対立と合意，効率と公正などに着目して，課題を追究し
たり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付け
ることができるよう指導する。（略）

Ｂ私たちと経済
(1) 市場の働きと経済

対立と合意，効率と公正，分業と交換，希少性などに着
目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，
次の事項を身に付けることができるよう指導する。（略）
(2) 国民の生活と政府の役割

対立と合意，効率と公正，分業と交換，希少性などに着
目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，
次の事項を身に付けることができるよう指導する。（略）

Ｃ私たちと政治
(1) 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則

対立と合意，効率と公正，個人の尊重と法の支配，民主
主義などに着目して，課題を追究したり解決したりする
活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう
指導する。（略）

公共
Ｂ自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する
私たち

自立した主体としてよりよい社会の形成に参画するこ
とに向けて，現実社会の諸課題に関わる具体的な主
題を設定し，幸福，正義，公正などに着目して，他者と
協働して主題を追究したり解決したりする活動を通して，
次の事項を身に付けることができるよう指導する。
（略）

家庭
〔第５学年及び第６学年〕
Ｃ消費生活・環境
次の(1)及び(2)の項目について，課題をもって，持続可能な社

会の構築に向けて身近な消費生活と環境を考え，工夫する活
動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
(1) 物や金銭の使い方と買物
(2) 環境に配慮した生活

技術・家庭
Ｃ消費生活・環境
次の(1)から(3)までの項目について，課題をもって，持続

可能な社会の構築に向けて考え，工夫する活動を通し
て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
(1) 金銭の管理と購入
(2) 消費者の権利と責任
(3) 消費生活・環境についての課題と実践

家庭基礎
Ｃ持続可能な消費生活・環境
次の(1)から(3)までの項目について，持続可能な社会

を構築するために実践的・体験的な学習活動を通して，
次の事項を身に付けることができるよう指導する。
(1) 生活における経済の計画
(2) 消費行動と意思決定
(3) 持続可能なライフスタイルと環境

（備考）文部科学省「学習指導要領における消費者教育に関する主な内容（抜粋）」より抜粋。



消費者白書特集テーマ

平成29年 若者の消費
平成30年 子どもの事故防止に向けて
令和元年 消費者庁及び消費者委員会の10年
令和２年 つくる責任、つかう責任、減らす責任～食品ロス削減

―持続可能な社会のために
令和３年 「新しい生活様式」における消費行動～「消費判断のよりどころ」の変化
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令和３年の地方からの提案等に関する対応方針について
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